
こんなとき|よ行政書

遺言書作成と相続手続き クーリングオフ

●相続争いを防ぐため、あなたの財産を守るため、遺言書

を作るようにしましょう。

●遺言書で行政書士を 「遺言執行者」に指定していただけ

れば、遺言書執行につき一切を処理いたします。

遺言書 相続手続き

財産の名義変更等

成年後見

どんな制度ですか?

契約などの法律行為や財産管理を支援することにより、認知症や知的

障害など判断能力が不十分な方 の々権利を保護するための制度です。

成年後見制度には「法定後見制度Jと「任意後見制度Jがあります。

任意後見契約の締結

↓

任意後見監督人を選任

判断能力の不十分な方々の身上監護、財産保全・管理、法律行為の支援

成年後見監督人 任意後見監督人が成年後見人 に意後見人の仕事を
チェックするので安心です。

クーリングオフは、次のような特定の取引において、

無条件で契約の解除・撤回が出来ます。

●訪間販売(営業所以外の場所での契約申込み 締結)

●電話勧誘販売 (電話で勧誘し、郵便や電話などでの契約申込み 締結)

●継続的サービス提供契約(エステ 学習塾 外国語会話 結婚紹介所など)

内容証明郵便作成

内容証明郵便は、どんな内容の手紙 (文書)をいつ誰が誰に

出したかを郵便局が証明してくれるものです。いつ配達さ

れたかを証明するため、通常|よ配達証明郵便とします。家

賃の請求、貸金返還請求、契約解除、債権譲渡等をする場合

に、証拠として残すために利用します。

各種契約書作成に関すること

大切なお客さまとの、様々な契約時におけるトラブルを

避けるためにも。

●売買 不動産賃貸借 言青負契約書  ● 金銭消費貸借契約書

●吾穫契約書に関するこ相談    ● 公正証書の起案指導など

●離婚協議書

法律改正により契約書等を代理人として作成できるようになりました。

交通事故に関すること

●調査書類の作成

実地調査を伴 う事実証

家庭裁判所への申立てにより
後見大など選任

胃 甲

判断能力が不十分な状況になつたら

家庭裁判所への申立てにより

日
日
↓

相続財産 相続人の確定

●示談書の作成 ● 保険金請求



士にこ相談ください。

一定規模を超える工事をする業者に1よ、国土交通大臣
または都道府県知事の許可が必要になります。

建設業に関すること 自動車・物流に関すること

●建設業許可申請

●経営状況分析申請

●経営事項審査申請

●入札参加資格審査申請

要です。

●農地転用許可申請

●開発行為許可申請

●公共財産用途廃止申請

●国有地払い下げ申請

●各種会社の設立

●医療 社会福祉法人 学校 組合等の法人の設立

●NPO法 人 中間法人設立

●法人の運営アドバイス

●事業承継のコンサルティング ● 解散手続き

●外国籍の方との結婚 離婚 養子縁組など

●外国人のエンジエアやコックなどを雇用したい

0私 の会社の支店を海外に作りたい

0日 本の国籍を取りたい

0戸 籍の届け、手続きをしたい

自動車を保有したり、自物を運送`保管する事業や人
を運送する事業を始めるには、それぞれ関係する許
認可等申請手続きが必要です。

土地利用に関すること

農地はいつたん宅地などにすると、元に戻す事が困難
なので、農地をほかの目的に使用する場合は許可が必

●自動車登録

●賞物自動車運送事業

●旅客自動車運送事業

●自動車保管場所証明

●貞物運送取扱事業

●特殊車両通行許可

●旅行業

●自動車リサイクル法関係

●飲食店業

●風俗営業
(パチンコゲームセンタースナックなど)

●プライパシーマークの取得

●介護保険事業者指定
など

Q
営業許認可・事業に関すること

事業 (商売)を始めるには、さまざまな許認可が必要
になります。開業前にぜひご相談ください。

法人に関すること

●宅地建物取引業

●産業廃棄物処理業

●旅館業

●菜局

●古物商

●会計言3帳等の会計業務

●貸金業

国際業務

在雷資格の変更・在留期間の更新・永住 帰化など

知的財産権に関すること

●著作物の保護利用のための

法的コンサルティング

●著作物の譲渡 委託fU用許諾などの

契約書の作成及び見直し

●著作権等登録申請

神奈川県行政書士会では、「著作権」「交通事故」「相続」の3

分野において「裁判によらない紛争解決の機関」として【ADR`

(裁判外紛争処理)センター】を設置しています。各分野に精通

する行政書士が、中立的な立場で紛争解決のお手伝いをします。



あなたの代理人行政書士
申請・届出、権利義務・事実証明、契約等

電子政府 電子自治体の進展や司法飾」度の改革など

で身近な生活が変わつてきています。求められるの

は、時代にスムーズにアクセスする力。欠かせない

のは、信頼できる身近なナビゲーター。行政書士の

専門力が期待に応えます。
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大切なこととはわかつていても…・

こんな「困った」はありませんか?

●遺産相続手続きや遺言書、遺産分割協議書を作成したい

のだけど、どうしたらいいのかしら?

●任意後見契約書の作成や成年後見埼」度のこと、誰かに相

談できないかしら?

●クーリングオフしたいのだけど、どうしたらいいの?

●交通事故の自賠責保険や任意保険金 (後遺障害、損害賠

償金)の請求、示談書の作成など、いい加減にもできない

し、どうしよう。

●外国人在留資格申請や外国人登録、永住、帰化申請手続

きなど、難しそうでよくわからないなぁ。

●著作権登録申請を出したいのだけど、どうしたらいいの

かな?

●建設業許可の取得や公共工事請負の入札に参加をした

いのだ|ナど、手続きはどうやるのだろう?

●各種会社、NPO法 人、中間法人、学校法人、医療法人、社

会福祉法人、その他社団法人、財団法人等の設 立 手続

きをしたい時は?

●パチンコ ゲームセンター スナック等の風俗営業許可、

飲食店・旅館 古物商 薬局等の許認可を取得するにはど

うしたらいいの?

●産業廃菜物処理業、自動車リサイクル法などの申請手続

きをしたいのですが、よくわからなくて… どうしよう。

●自動車登録、自動車保管場所証明、運送業などの申請手

続きをしたしヽのですが、よくわからなくて… どうしよう。

●会計記帳 決算書類作成などの経理記帳が大変。どうし

たらいいの?

そん職、行政書士におたすねください。


